
令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.1

（一社）東京都昇降機安全協議会

※「東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアル」

   第1章～第3章の解説

 ◎東京都における昇降機定期報告受付台数推移 

 ◎実務マニュアル2022年版から変更・追記された主な内容および

 注意点（記載誤り箇所等の紹介）について

（１）昇降機定期報告受付台数推移（昭和４９年～令和４年度） 他

（２）第１章・第2章：定期検査報告書（第一面・第二面の記入要領他）

 （３）第3章：定期検査報告書（検査結果表・別添の記入要領他）

（４）記載事例紹介（記載誤り他）

【休憩】（１５：３０ ～ １５：４５予定）

【お願い】

講習内容・実務マニュアルについて、ご質問等ございましたら質問専用アドレス

goiken_tokyo.tesc@muse.ocn.ne.jpまでご連絡をお願い致します。

「東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアル」

第1章～第3章の解説他

mailto:goiken_toankyo.tesc@sirius.ocn.ne.jp


令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.2

※昇降機等定期検査報告書受付台数推移 ［東京都 合計］
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令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.3

※昇降機等定期検査報告書受付台数推移 ［東京都 合計］

211

205

204 211

213

185 179

193 186

167

190

174

185191

196

198

196

202
226226 230

222

224
256

209

252

210

207

207

213

182

199

190

212 206

189

187

178
169

186

187

183

178

171

156

163

132

107

100

200

300

昭

和
49

5051525354555657585960616263平

成

元

2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930令

和

元

2

年

3

年

4

年

遊戯施設報告書受付台数

25,095
30,762

33,037
35,648

36,699
39,005

43,069
46,298

48,512

51,649
52,840

56,432
59,675

63,291
67,347

71,017

76,727

83,369

89,429

96,163
98,056

104,181
108,882

115,913
119,068

123,824
125,461 127,271

131,375

142,244

132,941

142,081

149,156
153,580

155,063
160,762

157,922

163,482

164,926

167,802

171,951
173,958

178,3…
177,730

183,567
185,257
189,547
193,682

197,245

19,523

24,418
26,214

28,287
29,280

31,227
34,786

37,360
38,769

41,617
42,649

45,978
48,684

52,020
55,713

59,604

64,806

71,144

77,079
82,942

84,836

90,281

94,878

101,054
103,995

108,545
110,312

111,486
115,553

125,541

119,281

127,748

134,255
138,596

139,989

145,214

142,442
147,590

148,921
151,198

155,017
156,734

160,601

160,249
165,677

167,094
171,116
174,917

178,426

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

（台）

令和４年度
総受付台数

１９７，２４５台

2,192 2,500 2,655

2,868 2,930

3,170
3,345

3,733
3,798

3,971
4,180

4,229
4,525

4,733
4,872

4,932
5,169

5,363
5,486

6,072
6,172

6,764

6,7957,531

7,934
8,295

8,413
9,019

9,239
10,016

9,844

10,323

10,732

10,792

11,005

11,332

11,435

11,808

12,031

12,392

12,772
12,931

13,325

13,443

13,632 13,915

14,153
14,554

14,563

3,169

3,639

3,964 4,282

4,276

4,423

4,759

5,012
5,759

5,894

5,821

6,051 6,281

6,347 6,566

6,283

6,556

6,660

6,6386,923 6,818
6,914

6,985
7,072

6,930

6,732

6,526

6,559

6,376

6,474

3,634

3,811

3,979

3,980

3,863

4,027

3,858

3,906

3,805

4,026

3,9754,110

4,236

3,867

4,102
4,085

4,146

4,104

4,159

0

5,000

10,000

15,000

211

205

204 211

213
185 179

193 186

167

190

174

185191

196

198

196

202226226 230

222

224256

209

252

210

207

207

213

182

199

190

212 206

189

187

178 169

186

187

183

178

171

156

163
132

107

97

50

150

250

350

昭

和
49

5051525354555657585960616263平

成

元

2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930令

和

元

2

年

3

年

4

年

過去４年間は
平均増加台数

約４，０００台/年

２０２４年度末は

２０万台超？

約90%は
エレベーター



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.4

※令和４年度 昇降機等定期検査報告における指摘発生・改善状況

[参考]
令和3年度

[参考]
令和3年度

[参考]
令和3年度

[参考]
令和3年度

エレベーター 178,426 174,917 5,764 5,299 3,414 3,497 9,178 8,796

（ ロ ー プ 式 ） (3,106) (2,909) (1,637) (1,699) (4,743) (4,608)

（ 機 械 室 な し ） (1,751) (1,510) (1,653) (1,694) (3,404) (3,204)

（ 油 圧 ） (907) (880) (124) (104) (1,031) (984)

エスカレーター 14,563 14,554 1,657 1,624 10 11 1,667 1,635

小荷物専用昇降機 4,159 4,104 208 182 19 24 227 206

遊戯 97 107 3 2 1 2 4 4

合計 197,245 193,682 7,632 7,107 3,444 3,534 11,076 10,641

（指摘比率） ( 3.9%) ( 3.7%) ( 1.7%) ( 1.8%) ( 5.6%) ( 5.5%)

指摘台数　合計
種　　別

定期検査報告台数 要是正 指摘台数 要重点点検　指摘台数



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.5

※令和４年度 昇降機等定期検査報告における指摘発生・改善状況

●ロープ式（リニア式含む） 件

　機械室内の状況並びに照明装置

　及び換気設備等

　外部への連絡装置 ： 785 件

　接触器、継電器及び運転制御用基板 ：　 547 件

●機械室なし（リニア式含む） 件

　地震時等管制運転装置 ： 529 件

　救出装置 ： 373 件

　乗り場の戸の遮煙構造 ： 291 件

●油圧式 件

　機械室内の状況並びに照明装置

　及び換気設備等

　外部への連絡装置 ： 250 件

　停電灯装置 ：　 159 件

●エスカレーター 件

　転落防止柵、侵入防止用仕切板

　及び誘導柵

　交差部固定保護板 ：　 154 件

　接触器、継電器及び運転制御用基板 ： 115 件

●小荷物専用昇降機 件

　接触器、継電器及び運転制御用基板 ： 170 件

　綱車又は巻胴 ： 13 件

　操作ボタン及び信号装置 ： 11 件

要是正（指摘件数の上位３項目）

指摘総数： 233

指摘総数： 3,979

指摘総数： 2,402

： 1,013 件 (25%)

(14%)

(20%)

( 6%)

(12%)

( 5%)

(73%)

( 8%)

( 6%)

(21%)

1,200

件 (24%)

(22%)

(16%)

1,976

件 (77%)

(13%)

指摘総数：

： 284

指摘総数：

：　 1,521

●ロープ式（リニア式含む） 件

　主索又は鎖 ： 899 件

　釣合おもり底部すき間 ： 571 件

　調速機ロープ ： 242 件

●機械室なし（リニア式含む） 件

　釣合おもり底部すき間 ： 1,047 件

　主索又は鎖 ： 340 件

　調速機ロープ ： 281 件

●油圧式 件

　主索又は鎖 ： 99 件

　調速機ロープ ： 26 件

●エスカレーター 件

　駆動鎖切断時停止装置 ： 5 件

　駆動鎖 ： 3 件

●小荷物専用昇降機 件

　ブレーキ ： 12 件

　主索 ： 7 件

要重点点検

1,771

指摘総数： 1,718

指摘総数： 135

(51%)

(32%)

(14%)

(20%)

(16%)

指摘総数：

指摘総数：

指摘総数：

(73%)

(61%)

(19%)

(50%)

(30%)

(63%)

(37%)

10

19

令和4年度 要是正 完了台数 2,573/7,632台（完了率33.7%) (R5.11時点）



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.6

第１章

東京都における
昇降機等定期検査報告制度の運用



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.7

※報告時期について（第１章 Ｐ５）

※初回報告時の注意点
検査実施月に提出すると
提出月が有効期限月と

なります。

※二回目以降の注意点
有効期限月の前月以前の
月に提出すると有効期限月
が提出月に変更されます。



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.8

※報告済証の有効期限について（第１章 Ｐ９）

※「昇降機等 定期検査報告済証」の有効期限について建築基準法第12条第3項の条文に
報告時期に関して「定期に報告しなけばならない」とのことから定期検査報告済証の
有効期限月が定期の報告時期に該当します。
 従って、本来報告すべき時期（基準月）から遅れて報告された場合にあっては定期
検査報告済証の有効期限の月は原則として前回発行の翌年同月で発行。



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.9

※各種届書の記入について（第１章 Ｐ１０-１８)

（１）特定行政庁別 建築基準法施行細則（規則）及び届書様式赤字は変更箇所 令和 5年 10月現在

廃止・休止届 再使用届 所有者等変更届

根拠条文 根拠条文 根拠条文
様　　式 様　　式 様　　式

細則第13条第8項 細則第13条第10項 細則第13条の2
第21号様式の2 第21号様式の2の2 第21号様式の2の3

細則第11条第8項 細則第11条第10項 細則第11条の2
第9号様式の2 第9号様式の2の2 第9号様式の2の3

細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2
第11号様式 第11号の1の2様式 第11号の1の3様式

細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2
第11号様式 第11号様式の2 第11号様式の3

細則第13条の2第8項 細則第13条の2第10項 細則第13条の3
第11号様式 第11号の2様式 第11号の3様式

細則第12条第8項 細則第12条第10項 細則第12条の2
別記様式第13号 別記様式第14号 別記様式第14号の2
細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2
別記第5号様式の2 別記第5号様式の2の2 別記第5号様式の2の3
細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2

第11号様式 第11号の2様式 第11号の3様式
細則第11条第8項 細則第11条第10項 細則第11条の4

別記第１0号の2様式 別記第10号の3様式 別記第10号の5様式
細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2

第11号様式 第11号の2様式 第11号の3様式
細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2

第11号様式 第11号の2様式 第11号の3様式
規則第14条第7項 規則第14条第9項 規則第14条の2
第8号様式の3 第8号様式の4 第8号様式の5

細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2
第11号様式 第11号の2様式 第11号の2の2様式

細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2
別記第11号様式 別記第11号様式の2 別記第11号様式の3
細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2

第11号様式 第11号様式の2 第11号様式の3
細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の2
第10号様式の2 第10号様式の3 第10号様式の4

細則第10条第8項 細則第10条第10項 細則第10条の5
別記第8号様式の2 別記第8号様式の2の2 別記第8号様式の5
細則第14条第8項 細則第14条第10項　 細則第14条の2　

第11号様式 第11号様式の4 第11号様式の5
細則第14条第8項 細則第14条第10項 細則第14条の3
別記第11号様式 別記第12号様式 別記第12号様式の2
細則第10条第8項 細則第10条第10項 細則第10条の2

第8号様式（その1） 第8号様式（その2） 第8号様式（その3）
規則第13条第8項 規則第13条第10項 規則第13条の2
第10号の3様式 第10号の4様式 第10号の5様式

４．各種届書 様式　

中央区建築基準法施行細則

特定行政庁

千代田区

中央区

建築基準法施行細則（規則）

東京都 東京都建築基準法施行細則

千代田区建築基準法施行細則

杉並区建築基準法施行細則

北区建築基準法施行細則

港　区

新宿区

中野区

台東区建築基準法施行細則

港区建築基準法施行細則

新宿区建築基準法施行細則

墨田区建築基準法施行細則

江東区建築基準法施行細則

墨田区

世田谷区

品川区

目黒区

文京区建築基準法施行細則文京区

台東区

大田区

江東区

板橋区

豊島区

杉並区

豊島区建築基準法施行細則

板橋区建築基準法施行細則

目黒区建築基準法施行細則

大田区建築基準法施行規則

世田谷区建築基準法施行細則

荒川区建築基準法施行細則荒川区

北　区

品川区建築基準法施行細則

渋谷区建築基準法施行細則

中野区建築基準法施行細則

渋谷区

練馬区 練馬区建築基準法施行規則

P10

（注）協議会ＨＰにある各届書（改善工
事完了届を除く）は東京都の条・項で
掲載しています。提出先の特定行政庁
の該当する行政庁名・条・項へ修正し
てください。



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.10

※昇降機等改善工事完了届の記入について（第１章 Ｐ２１記入例)

※改善事項には全ての
「要是正」指摘項目（番号
及び指摘内容）の全てを
記載してください。

（注）改善内容に未完項目
を誤って改善したと誤記入
しないこと！報告済証が
誤発行されます。

「改善指導書」発行日付を必ず記入する。

定期検査報告書に記載の
内容等により特定行政庁
から「改善指導書」が発行
されない場合があります。

未発行の場合は記載不要
です。



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.11

第２章

定期検査報告書の記入要領



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.12

※定期検査報告書 第一面の記入について（第２章 Ｐ３４,Ｐ３６-⑧)

【３．　報告対象建築物等】

【４．　報告対象昇降機】
 　【イ.　検査対象昇降機の台数】 （ 台）

 　【ロ.　指摘の内容】 　要是正の指摘あり B 台　（うち既存不適格 台）

　要重点点検の指摘あり D 台 　　　　指摘なし 台

有　　　( 年 月に改善予定) 無

※受付欄 ※特記欄 ※整理番号欄

係員

⑨建築物等の名称：

⑩検査会社のコード等：

⑪報告会社：

 　【ホ.　その他特記事項】

   【ハ.　指摘の概要】

E

 　【ハ.　名称】

C

㎡

○○○　　△△ビル ⑫登録番号

⑬延べ面積

年　　　月　　　日

第　　　　　　　　号

 　【イ.　所在地】

 　【ニ.　改善予定の有無】　 

 　【二.　用途】

 　【ロ.　名称のフリガナ】

A

A=B+D+E

既存不適格のみの場合、要是正
欄にもその台数を記入する。

報告する昇降機の台数を記入する。

全号機の 要是正  要重点点検 指摘について、 号機(複数台の場合)，検査項目
指摘の概要(指摘状態を簡潔に)，指摘    (要是正，要重点)を記入する。

台数の記入法
１１項「検査結果による各指摘内容に対する記入方法」参照

⑦

⑧

係員氏名

【二．改善予定の有無】

指摘なし及び既存不適格のみは改善予定の
有・無へのレ点記載は不要

（第二面・概要書も同様）

係員→係員氏名に訂正
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※定期検査報告書 第一面関係（第２章 Ｐ３６)

(※)建物名称，所有者，管理者に変更があった場合は、「建築物等の所有者等

 変更届」(第21号様式の2の3)を行政庁に提出する。
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※定期検査報告書 第二面の記入について（第２章 Ｐ４０-４１⑧【８．備考】)

f)｢既存不適格｣指摘が前年度に対し変更となった時の理由　　　[変更時]

 ・前回の定期検査報告書（写し）等が無く判定の変更が確認できない場合を除く。
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※第3面不具合の記入について（第２章 Ｐ４２，４３)

① 報告が必要なもの
・昇降機検査員は、所有者等が、緊急通報により、保守会社等に依頼し、修
理等した結果を含めたすべての不具合情報。

・維持保全の作業で覚知した不具合のすべて(異常に至る前の消耗品の交
換は含まない)。昇降機検査員は、発生した不具合事象だけでなく、原因、
対応、結果について、保守記録や保守担当者に確認して記載。

・報告対象の不具合のうち、設計段階、製造段階に起因するものについて
は、より詳細な内容を記載。

②報告が不要なもの（不具合内容）
・停電による停止
・昇降機の場合、地震時等管制運転等の各種管制運転装置が作動し停止したもの
 ただし地震で機器が損傷して改善した場合等は報告の対象。
・保守作業者又は利用者の不注意等で異常や停止が発生したもの。
・表示灯、照明・電飾照明等の寿命による球切れ。
(昇降機等にあっては、表示灯・照明を点灯させる装置の不具合は報告の対象)

・維持保全のために改善したもの。
・機器の変調の予兆で改善したもの。
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※既存不適格を設置時期で判定する項目について（第２章 Ｐ４６-(1))

【補足】
設置時期で判定する検査項目の内、主索・主索の端部・マシン
ビーム・頂部綱車の支持はり・プランジャー・シリンダー・油圧配
管・高圧ゴムホース等は平成12年建設省告示第1414号の強度
検証法の規定に適合している場合およびロープ式（機械室あ
り）・油圧式のガイドレールで、かごの荷重・積載荷重が常時作
用しない構造となっているものについては「指摘なし」判定とな
るため確認が必要。
（関連告示：平成25年国土交通省告示第1047号）

施行年月日
平成１２年６月１日
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【参考】設計図書の記載内容について

※昇降機の設置に関する申請時に確認申請書・設計図書等が特定行政庁（建築主事）又は指定確認
 検査機関に提出の後、確認済証が交付されます。

   定期検査にて設置時期で判断する検査項目について設計図書の記載内容（抜粋）を紹介します。
（１４耐震（０９耐震＋Ｈ２５国告第１０４７・１０４８号）施工のロープ式エレベーター設計図書）

※１４耐震(H26.4.1)

1(18)駆動装置等の

耐震対策（マシン
ビームについてH25
国告第1047号適合）

※１４耐震(H26.4.1)

2(3)主索又は鎖
2(5)主索又は鎖の

取付部

（主索・主索端部に
ついてH25国告第
1047号に適合）

※０９耐震(H21.9.28)

4(14)昇降路内の
耐震対策

（ガイドレールとの
かかり適合）
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※検査結果表：検査項目の判定変更（検査（保守）会社変更時）について

検査会社が変更（前回報告と異なる）なった場合、特に耐震関係（設置時期で判断する項目）の
判定変更が多く発生しています。

　　　【イ.　確認済証交付年月日】　 平成 26 年 4 月 1 日 第 号
　　　【ロ.　確認済証交付者】　　　　　　　建築主事 指定確認検査機関  ( )
　　　【ハ．検査済証交付年月日】 平成 26 年 6 月 1 日 第 号
　　　【ニ． 検査済証交付者】　　　　　　　建築主事 指定確認検査機関  ( )

 【１． 昇降機に係る確認済証交付年月日等】

○○

（第二面）

昇降機の状況等

○○
○○

○○

　　　【イ.　確認済証交付年月日】　 平成 21 年 9 月 28 日 第 号
　　　【ロ.　確認済証交付者】　　　　　　　建築主事 指定確認検査機関  ( )
　　　【ハ．検査済証交付年月日】 平成 21 年 12 月 1 日 第 号
　　　【ニ． 検査済証交付者】　　　　　　　建築主事 指定確認検査機関  ( )

 【１． 昇降機に係る確認済証交付年月日等】

○○

（第二面）

昇降機の状況等

○○
○○

○○

※判定変更に至る要因について（検査会社が変更の時）
（前回検査はメーカー系で今回の検査は非メーカー系、又はその逆の場合）

・前回検査書類の写し有無に依らず設置時期にて判定（変更）
・製造メーカーにて設計図書による耐震施工の内容を確認
 又は強度計算等により設置時期に依らず判定（変更）

  ・前回検査書類の写しを確認し前回と同様の判定（変更無）

基準日：平成２１年９月２８日
関係法令：Ｈ２０国告第１４９４号他
対象検査項目
※4(14）昇降路内の耐震対策

・ガイドレールとのかかり
・突出物の状況

※6(12)ピット内の耐震対策
・ガイドレールとのかかり
・突出物の状況

耐震クラス
09耐震

基準日：平成２６年４月１日
関係法令：Ｈ２５国告第1047・1048号
対象検査項目
※１(18）起動装置等の耐震対策

・マシンビーム
※2(3)主索又は鎖

・主索の径の状況、鎖の摩耗の状況
※2(5)主索又は鎖の取り付け部

・横架材・止め金具の取付けの状況
※4(5)頂部綱車

・取付けの状況（支持はり）
※4(10)ガイドレール・レールブラケット

・取付けの状況
※4(16)釣合おもりの各部（1048号）

・枠の状況
・釣合いおもり片の脱落防止措置の
状況

地震その他の振動に対する
構造計算と構造の基準

耐震クラス
14耐震
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第３章

検査結果表の記入要領等
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※検査結果表の基準値表記について（第３章 P６６-６７)

既存
不適格

○ △ (11) 減速歯車 　　

綱車と主索のかかり 

イ．製造者が指定する要是正となる基準値

（ 例　マーキングが見えない　　mm)

ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定

　　する要是正となる基準値

(　 例　　　4.5mm以下　　　　）

ハ．綱車と主索の滑り等により判定

◎ ◎ （13）  軸受

　しゅう動面への油の付着の状況    

パッドの厚さ

イ．製造者が指定する

   要重点点検となる基準値

( 例1　　　5.0  mm以下 ）
( 例2　ﾌ  ｰｷｷ ｬｯﾌﾟ　3.5mm　以上）

   要是正となる基準値

( ）
( 例2　ﾌ  ｰｷｷ ｬｯﾌﾟ　4.5mm　以上 )

ロ．やむを得ない事情により、検査者が設定

要重点点検となる基準値 （ mm）

要是正となる基準値　 　  （ mm）

適　・　否

例3  　 右　　8.0　mm
　　　　　左　　7.9　mm

要是正

適　・　否

例4  　 右　　2.0　mm
　　　　　左　     　 mm

例 マーキングが見える

例　　　　　5.0　　mm

担当
検査者
番号

指摘
なし

要重点
点検

検査結果

◎
綱車又は巻胴
(*)

　保持力
　イ．ブレーキをかけた状態において、トルク
　　   レンチにより確認
　ロ．ブレーキをかけた状態において、電動機
      にトルクをかけ確認
　ハ．かごに荷重を加え、かごの位置を確認

適 　・　否

適 　・　否

(12)◎

例1　　　4.5mm以下

する

  複数の溝間の摩耗差の状況

◎ ◎ (14)

巻
上
機

ブレーキ(*)

機
械
室

あ
り

機
械
室

な
し

番号 検査項目

該当する方を○で囲む。

「ハ」を選定した場合について

 適  否 を判定する。

1.「イ」「ロ」を選定した場合、実測値を

記入し基準値に対し判定する。

2.数値の基準値には以下・以上・未満・

超え等を記入すること。

前回値記入不要だが、今回の実測値と前回値と比較し、次回の定期検査時若

しくは定期点検時までにパッドが運行に支障が生ずる厚さとなるおそれがあると

きは「要是正」とする。

「イ」「ロ」 ハ 、又は イ  ロ 

のいずれかを選択し、該当

するものを〇で囲むこと。

「イ」「ロ」 ハ のいずれかを

選択し、該当するものを〇

で囲むこと。

1．数値の基準値には以下・以上・未満・超え等を記入すること。

2．パッドの厚さの検査をブレーキギャップ（エアギャップ）で行う

場合は基準値にブレーキギャップ又はエアギャップ等を記載す

ること。

※２０２１年版より必須とした記載内容
1．数値の基準値には以下・以上・未満・超え等を記入すること。
2．パッドの厚さの検査をブレーキギャップ（エアギャップ）で行う場合は

基準値にブレーキギャップ又はエアギャップ等を記載すること。

※記載の目的
・基準値の再確認と記載誤りの防止
・判定誤りの防止
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※検査結果表（主索の検査）の記入について（第３章 P６８-2(3)①②)

※主索の径の状況

・測定値は小数点以下第一位は必ず記入してください。

・「主索の摩耗なし」であっても直径・未摩耗直径・割合を記入してください。

主索 径の状況

70%超 ・ 70%以下

錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分

谷部が赤錆色に見える主索の番号 （　番号を記入　）

　直径（　　　　　mm）　未摩耗直径（　　　　　mm）

◎ (3)◎
主索又は

鎖(*)

　直径 （　12.2mm）　　未摩耗直径 （　12.2mm）

%
（  あり  ・ なし  ）

　 １構成より1ピッチ内
 　の最大の素線の切れ
 　数　　　　　　　本

　該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（　　　　　）

　　要重点点検の主索の番号（　　　　　　　　）　要是正の主索の番号（　　　　　　　　）

素線切れ  1よりピッチ内の素線
 切れ数　　　　　　　本　最も摩損した主索の番号　　（　　番号を記入　　　）

　該当する素線切れ判定基準　（　　　　　　　）
 １構成より1ピッチ内
 の最大の素線の切れ
 数　　　　　　　本

　素線切れが生じた部分の断面積の割合

　最も摩耗した主索の番号　　（　主索の摩耗なし　）

主索本数（　本数を記入　本）

要是正 ＝ 90％未満

要重点点検＝ 92％未満
H26.0.4.01*

判定基準は、Ｐ６８表１で指定の記号

で記入する。

（ 該当なし 等の記入はマチガイ）

00

00

谷部赤錆色 あり の場合

判定基準を、Ｐ６９表２で指定の

記号で記入。

（ 該当なし 等の記入はマチガイ）

•  なし の場合

その他の 内項目

は記入不要。 空欄とする。

（ － とするのが望ましい）

•  あり の場合は所定欄を

記入する。

素線切れがない場合、両方を抹消する。

※錆ありの場合
要是正＝ 94％未満

要是正＝素線切れ2本超

100％
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※2(3)主索又は鎖の記入について（第３章 Ｐ６９-⑦)

既　存
不適格

径の状況

　最も摩耗した主索の番号 　 (  ）

　直径   　（ 12.0 mm） 未摩耗直径（ 12.1 mm）

素線切れ

最も摩損した主索の番号　　 ( ) 1 本

該当する素線切れ判定基準（ )

　  素線切れが生じた部分の断面積の割合

70%超 ・ 70%以下 　数 本

錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分

谷部が赤錆色に見える主索の番号（  ） 　１構成よりピッチ内

直径　　　（ 12.0 ㎜） 未摩耗直径　（ 12.1 ㎜） 　の最大の素線切れ

 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( ） 　数 本

主索本数（ 　　 3  本）

要重点点検の主索の番号( -- ） 要是正の主索の番号( -- ）

摩耗 　　　最も摩耗した鎖の番号（ ）

測定長さ （ mm） 基準長さ（ mm）

鎖本数　　（ 　　 本）

要重点点検の主索の番号( ） 要是正の主索の番号( ）

4-ロ

3

3

（  あり  ・ なし  ）

　１構成より1ピッチ内

 検査項目

99.13

2-ハ

鎖

主索又は鎖

　の最大の素線切れ　

　切れ数

　1よりピッチ内の素線

(3)

主索

伸び %

%

1

%99.1

3

〇

担当
検査者
番号

指摘
なし

要重点
点検

要是正

検査結果

番号

主索の谷部に錆びた摩耗粉有で「要重点
点検」と判定されていますが

「要重点点検の主索の番号」（－ － －）

既　存
不適格

径の状況

　最も摩耗した主索の番号 　 (  ）

　直径   　（ 12.0 mm） 未摩耗直径（ 12.1 mm）

素線切れ

最も摩損した主索の番号　　 ( ) 1 本

該当する素線切れ判定基準（ )

　  素線切れが生じた部分の断面積の割合

70%超 ・ 70%以下 　数 本

錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分

谷部が赤錆色に見える主索の番号（  ） 　１構成よりピッチ内

直径　　　（ 12.0 ㎜） 未摩耗直径　（ 12.1 ㎜） 　の最大の素線切れ

 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( ） 　数 本

主索本数（ 　　 3  本）

要重点点検の主索の番号( 1,2,3 ） 要是正の主索の番号( -- ）

摩耗 　　　最も摩耗した鎖の番号（ ）

測定長さ （ mm） 基準長さ（ mm）

鎖本数　　（ 　　 本）

要重点点検の主索の番号( ） 要是正の主索の番号( ）

番号
担当

検査者
番号

指摘
なし

要重点
点検

要是正

検査結果

〇(3)

主索

伸び %

%

1

%99.1

3

鎖

主索又は鎖

　の最大の素線切れ　

　切れ数

　1よりピッチ内の素線

2-ハ 　１構成より1ピッチ内

 検査項目

99.13

4-ロ

3

3

（  あり  ・ なし  ）

※錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分
・主索谷部に赤錆色に見える部分があり「要重点点検」と判定されていますが

「要重点点検の主索の番号」の記載漏れがあります。
   （注）錆のある全ての主索の番号を記載のこと。

 

「要重点点検の主索の番号」（－ － －）

「要重点点検の主索の番号」（１，２，３）
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※検査結果表（釣合おもり底部すき間）の記入について（第３章 P７２)

前年度未実施は前回測定値不明と同じとなる。

ただし、前年度の報告遅れによるもの（前年度の提出

により発行の報告済証有効期限と同じ期限で発行され

る場合、又は検査会社が変更となった場合）を除く。

b) 前年度未実施 （　－　）

④次回検査（点検）までに規定値を確保できない場合⇒「要重点点検」指摘とする
<例>油圧緩衝器の場合
[前回測定値 50mm]➡[今年度実測値 20mm]
⇒ 今年度変化は △30mmであるが、来年度 同じ変化量が発生すると緩衝器にぶ
つかる可能性がある。このため、このような場合は「要重点点検」指摘とする。

ただし、主索の伸びが鈍化の傾向を確認し経年変化量の値を予測した結
果、次回の定期検査時又は定期点検時までに「要是正の基準に該当する
おそれがない」と判断した場合は、「特記事項」の欄にその理由を記載す
ること。
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※釣合おもり底部すき間年次推移について（参考予測例)

Ｒ1年 Ｒ2年 Ｒ3年 Ｒ4年 Ｒ5年予測

例１ 120 80 50 20 -10

例２ 230 110 50 20 5

230

110

50

20
5

120

80

50
20

-10

-50

0

50

100

150

200

250
釣合おもり底部すき間年次推移（油入式予測例）

例１ 例２

(mm)

要是正

主索の伸びが
鈍化傾向

主索の伸びが
直線的傾向
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※釣合おもり底部すき間年次推移について（参考予測例)

Ｒ1年 Ｒ2年 Ｒ3年 Ｒ4年 Ｒ5年予測

例１ 120 80 50 20 -10

例２ 230 110 50 20 5

230

110

50

20
5

120

80

50
20

-10

-50

0

50

100

150

200

250
釣合おもり底部すき間年次推移（油入式予測例）

例１ 例２

(mm)

要是正

主索の伸びが
鈍化傾向

主索の伸びが
直線的傾向

特記事項(*)

番号

6(10) 釣合おもり底部すき間 すき間の状況

主索の伸びが鈍化の傾向を確認し
経年変化量の値を予測した結果、次
回の定期検査時までに「要是正の基
準に該当するおそれがない」と判断

検査項目 検査事項 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容
改善（予定）

年月
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※検査結果表 特記事項_記入について（第３章 P74）

No.26

※特記事項の記載誤り（事例１）

番号

4(14)

検査項目 検査事項 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容
改善（予定）

年月

昇降路内の耐震対策

（既存不適格）

ガイドレールとの

かかりの状況

【記入例】

平成２１年９月２８日より前の

旧法による設置にて既存不適格

現行法に適合した耐震対策の施工を望みます

修正

番号

4(14)
昇降路内の耐震対策

（既存不適格）

ガイドレールとの

かかりの状況

耐震関係は設置時期で既存不適

格を判断
現行法に適合した耐震対策の施工を望みます

検査項目 検査事項 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容
改善（予定）

年月

事例１：平成２１年９月２８日以降に確認済証が交付されているが
旧法にて設置されたエレベーターの特記事項（指摘の具体的内容等）記載

事例１：平成２１年９月２８日以降に確認済証が交付されていることに対して
設置時期で判断した場合は「要是正」判定で既存不適格に該当しません。
従って設置時期での判断は不可。
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※検査結果表 特記事項_記入について（第３章 P74）

No.27

※特記事項の記載誤り（事例２）

事例２：設置が不要な耐震対策に関する「指摘の具体的内容等」への記載

番号

4(14)

検査事項 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容
改善（予定）

年月

昇降路内の耐震対策

（既存不適格）

ロープガード等の

状況

ガイドレールとの

かかりの状況

ロープガードの未設置又は取付寸

法が基準を満たしていません

ガイドレールとのかかり状況は設置

時期で既存不適格を判断

現行法に適合した耐震対策の施工を望みます

検査項目

4 かご上

（5） 頂部綱車 　　 　　

（9） かご吊り車 　　 　　

(18) 釣合おもりの吊り車 　　 　　

ロープガードの設置を要する検査項目が抹消されています＝設置不要

番号

4(14)

改善（予定）

年月

昇降路内の耐震対策

（既存不適格）

ガイドレールとの

かかりの状況

【記入例】

ガイドレールとのかかり状況は設置

時期で既存不適格を判断

現行法に適合した耐震対策の施工を望みます

検査項目 検査事項 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容

修正

事例２：検査結果表の検査項目が抹消され設置が不要な耐震対策に対ついて
特記事項欄（指摘の具体的内容等）に取付け（寸法含む）が指摘として
記載されているため当該文章を修正（削除）。
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※検査結果表 特記事項_記入について（第３章 P74）

No.28

※「特記事項」の記入について

検査結果表の判定と特記事項に整合性が必要です。平20国告第283改正で既存不適格の指摘数が

増えたことも要因にあると思いますが、検査表の判定と特記事項の記載に不整合が散見されます。
（指摘ありで特記事項に記載漏れ、指摘なしで特記事項に記載があるなど単純ミスが多い。）

検査結果表作成後、判定結果と特記事項記載内容について再確認をお願いします。 

また記載順については検査項目番号順で記載をお願いします。
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※ブレーキパッドに関する検査結果表・別添1の記入方法（第３章 P８５)

右　　測定値　　　mm 左　　測定値　　　mm □右 □左 特記事項の記入例

左右の場合（パッド数、各1個） 右  　    右側 　  　mm 左　     左側   　　　mm ドラム式

左右の場合（パッド数、各2個） 右 　 右上/右下 　　mm 左    左上/左下   　mm

上下の場合（パッド数、各1個） 右   　  下側   　  　mm 左   　  上側   　　　mm

左右の場合（パッド数、各2個） 右 　　右1/右2　　　mm 左　 　左1/左2　　　mm

上下の場合（パッド数、各2個） 右　 　下1/下2　　　mm 左 　　上1/上2　　　mm

片側のみの場合（パッド数、2個）

（正面（保守の立ち位置）から見て）
右  　    右側 　  　mm 左　     左側   　　　mm ディスク式

クラッチ式（ブレーキ1個）

(注1)
クラッチ式

2連構造他（パッド数、2個）

上下の場合（パッド数、2個）

※判定用治具にて測定するもの

（主にディスク式等）

上下・左右等

（パッド数、各2個）

ディスク式(パッド：右1・左1・上1・下1 等）

※記入必須

(注1)クラッチ式：巻上機回転軸と同芯軸上にて回転するパッドにより制動する構造のブレーキ。

※パッド厚さを測定する場合については全てのパッドについて測定し各パッドの最小値を検査結果表に記入して下さい。（すき間・エアーギャップ・ブレーキギャップ等を測定する場合は最大値を記入）

【参考写真】

ディスク式(パッド：右1・左1・上1・下1 等）

※記入必須

クラッチ式（パッド：電動機側・反電動機側・上

側・下側 等）※記入必須

ドラム式

（電動機側より見た時の位置）

検査結果表の記入（下線部は測定値を記入）
パッドの取付位置等

ディスク式

（電動機側より見た時の位置）

※電動機に近いものから１

別添1（ブレーキパッド）の記入

右を抹消し測定値を記入（　右 　　測定値　　　mm　）

左は抹消　　　　　　　　　　（　左　　　　　　　　　　 mm　）

左右にレ点チェック

撮影したパッドにレ点チェック

撮影したパッドにレ点チェック

ドラム式（パッド：右上・左上・上側・下側

等）※記入必須

撮影したパッドにレ点チェック

※記入方法はディスク式と基本的には同様

判定治具の基準（数値又は文章）に対する結果を記入する

（例1：右　0.5以上/0.5以上　mm　　左　0.5以上/0.5以上　mm　）

（例2：右　治具（0.5mm）が通る　　左　治具（0.5mm）が通る）

（例3：φ0.5mm(φ0.3mm)入る）

クラッチ式（ブレーキ2個）

(注1) 右を抹消し測定値を記入（　右 　上側/下側　　mm　）

左は抹消　　　　　　　　　　（　左　　　　　　　　　　 mm　）

右を抹消し測定値を記入（　右 　電動機側/反電動機側　　mm　）

左は抹消　　　　　　　　　　（　左　　　　　　　　　　 mm　） 抹消　（　□右　　□左　）

※ディスク式（ブレーキ片側のみの左・右のパッド） ※クラッチ式ブレーキ（上・下のパッド）※クラッチ式（2連構造：電動機側・反電動機側）※ドラム式（左右に上・下のパッド）

2022年版
右　　測定値　　　mm 左　　測定値　　　mm □右 □左 特記事項の記入例

左右の場合（パッド数、各1個） 右  　    右側 　  　mm 左　     左側   　　　mm ドラム式

左右の場合（パッド数、各2個） 右 　 右上/右下 　　mm 左    左上/左下   　mm

上下の場合（パッド数、各1個） 右   　  下側   　  　mm 左   　  上側   　　　mm

左右の場合（パッド数、各2個） 右 　　右1/右2　　　mm 左　 　左1/左2　　　mm

上下の場合（パッド数、各2個） 右　 　下1/下2　　　mm 左 　　上1/上2　　　mm

片側のみの場合（パッド数、2個）

（正面（保守の立ち位置）から見て）
右  　    右側 　  　mm 左　     左側   　　　mm ディスク式（注3）

クラッチ式（ブレーキ1個）

(注1)
クラッチ式

2連構造他（パッド数、2個）

上下の場合（パッド数、2個）

右  　    右側 　  　mm 左　     左側   　　　mm
クラッチ式

※記入必須（注2）（注3）

クラッチ式

※記入必須（注2）（注3）

※判定用治具にて測定するもの

（主にディスク式等）

上下・左右等

（パッド数、各2個）

ディスク式(パッド：右1・左1・上1・下1 等）

※記入必須（注2）

(注1)クラッチ式：巻上機回転軸と同芯軸上にて回転するパッドにより制動する構造のブレーキ。

(注2)測定値が左・右又は上・下それぞれが同じ値で2つのパッドが撮影された写真については記載不要。片側パッド2つの内、パッド1つの写真は必須。

(注3)測定値が異なる値で左右又は上下の2つのパッドが撮影された写真についてはパッド厚さが薄い方のパッド位置を記入。（例：写真左側が左1・写真左側が電動機側 等）

※パッド厚さを測定する場合については全てのパッドについて測定し各パッドの最小値を検査結果表に記入して下さい。（すき間・エアーギャップ・ブレーキギャップ等を測定する場合は最大値を記入）

【参考写真】

撮影したパッドにレ点チェック
※記入方法はディスク式と基本的には同様

判定治具の基準（数値又は文章）に対する結果を記入する

クラッチ式（ブレーキ2個）

(注1) 右を抹消し測定値を記入（　右 　上側/下側　　mm　）

左は抹消　　　　　　　　　　（　左　　　　　　　　　　 mm　）

右を抹消し測定値を記入（　右 　電動機側/反電動機側　　mm　）

左は抹消　　　　　　　　　　（　左　　　　　　　　　　 mm　） 抹消　（　□右　　□左　）

撮影したパッドにレ点チェック
クラッチ式（ブレーキ2個）

(注1)

左右の場合（パッド数、2個）

※記入方法は右記の何れかによる
抹消　（　□右　　□左　）

右を抹消し測定値を記入（　右 　右側/左側　　mm　）

左は抹消　　　　　　　　　　（　左　　　　　　　　　　 mm　）

ディスク式(パッド：右1・左1・上1・下1 等）

※記入必須（注2）（注3）

クラッチ式（パッド：電動機側・反電動機側・

上側・下側 等）

※記入必須（注2）（注3）

ドラム式

（電動機側より見た時の位置）

検査結果表の記入（下線部は測定値を記入）
パッドの取付位置等

ディスク式

（電動機側より見た時の位置）

※電動機に近いものから１

別添1（ブレーキパッド）の記入

右を抹消し測定値を記入（　右 　　測定値　　　mm　）

左は抹消　　　　　　　　　　（　左　　　　　　　　　　 mm　）

左右にレ点チェック

撮影したパッドにレ点チェック

撮影したパッドにレ点チェック

ドラム式（パッド：右上・左上・上側・下側

等）※記入必須（注2）（注3）

※ディスク式（ブレーキ片側のみの左・右のパッド） ※クラッチ式ブレーキ（上・下のパッド）※クラッチ式（2連構造：電動機側・反電動機側）※ドラム式（左右に上・下のパッド）

2023年版
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※ブレーキパッド（参考写真-１)

（Ｍ・Ｈ・Ｔ社製 他） （Ｈ社製）

※④ディスク式（左右又は上下のパッドに各２個）

（Ｆ社製）

※⑤ディスク式（ブレーキ外観写真 上下のパッドに各２個）

（日立製）

（Ｈ社製）

※③内拡ドラム式（上下のパッドの下側）

※④ディスク式（左右のパッドに各２個）

（Ｆ社製） （Ｍ社製）（Ｍ社製）

※⑤ディスク式（上下のパッドに各２個）
※④ディスク式（左右のパッドに各２個）

（Ｍ・Ｈ・Ｔ社製 他）

（Ｈ社製）

※③ドラム式（上下のパッドの上側）

（Ｍ社製）

※⑥ディスク式（ブレーキ片側のみの左右）

（Ｆ社製）

※④ディスク式（右側ブレーキ外観写真 左右のパッドに各２個）



令和５年度 昇降機等定期検査実務講習会資料 No.31

※ブレーキパッド（参考写真-２)

※ブレーキパッドの記入方法一覧表(実務マニュアルP85）の作成経緯および目的について

定期検査業務基準書（Ｐ237の表）の記載が示すブレーキパッドの位置（左右等）以外に取り

付けられたブレーキパッドについて表と異なる方法で記入した場合、別記様式（別添1）の特記事項

欄にブレーキパッドの左右が分かるように記入する必要があります。

記入方法の統一化を図ることを目的として検査結果表および別添1の記入方法について纏めました。

※⑦クラッチ式（ブレーキ1個）

（Ｔ社製）（Ｍ・Ｈ・Ｔ社製 他）

※⑧クラッチ式（2連構造&電動機側・減速機側（反電動機側）の２個）

（Ｔ社製） （Ｈ社製） （Ｍ＆Ｈ製）

（Ｔ社製）

※⑨クラッチ式ブレーキ（パッド上下の2個）

（Ｍ・Ｈ社製） （Ｔ社製）

※⑩クラッチ式ブレーキ（パッド左右の2個）
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※検査方法（停電時の戸閉機能の状況）

戸開状態において主電源以外による作動の状
況を確認する。

No.32

※５（３）乗り場戸の遮煙構造（参考）

既　存
不適格

5

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

　昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造

検査結果

担当
検査者
番号

指摘
なし

 検査項目 要重
点点
検

　制御盤扉

　乗り場

要是
正

　非常解錠装置

　乗り場の戸の遮煙構造

番号

　押しボタン等及び表示器

5(3)乗り場戸の遮煙構造
※検査項目
１．気密材の状況
２．気密材の取付けの状況

３．停電時の戸閉機能の状況
４．火災時の戸閉機能の状況
５．戸閉時間の状況

※遮煙構造大臣認定仕様について

大臣認定仕様の中で停電時の

戸閉機能を停電時自動着床装
置を使用し認定取得されている
場合について

停電時自動着床装置不動作の
場合5(3)の判定が「要是正」。

（大臣認定仕様不適合）
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※エスカレーター検査結果表（特記事項欄)の記載（第３章Ｐ１１７）

既存
不適格

4 安全装置

（1） インレットスイッチ 　　

（2） 非常停止ボタン 　　 　　

（3） スカートガードスイッチ 　　

（4） 踏段鎖安全スイッチ又はベルト安全スイッチ 　　

（5） 踏段浮上り検出装置 　　

　作動の状況　

　可動部の状況 中間駆動方式の場合は対象外

  設定の状況　　　　　　　　　　　　　　

（7） ハンドレール停止検出装置 　　 　　

検査結果 担当
検査
者番
号

指摘
なし

要重点
点検

要是正

適　・　否

適　・　否

（6）
駆動鎖切断時
　　　停止装置(*)

適　・　否

番
号

検査項目

Ｓ56.06.01

Ｓ56.06.01

【作動の状況】駆動鎖切断時停止スイッチがある場合、検査対象となる

2022年版

既存
不適格

4 安全装置

（1） インレットスイッチ 　　

（2） 非常停止ボタン 　　 　　

（3） スカートガードスイッチ 　　

（4） 踏段鎖安全スイッチ又はベルト安全スイッチ 　　

（5） 踏段浮上り検出装置 　　

　作動の状況　

　可動部の状況 中間駆動方式の場合は対象外

  設定の状況　　　　　　　　　　　　　　中間駆動方式の場合は対象外

（7） ハンドレール停止検出装置 　　 　　

検査結果 担当
検査
者番
号

指摘
なし

要重点
点検

要是正

適　・　否

適　・　否

（6）
駆動鎖切断時
　　　停止装置(*)

適　・　否

番
号

検査項目

Ｓ56.06.01

Ｓ56.06.01

【作動の状況】駆動鎖切断時停止スイッチがある場合、検査対象となる

4(6)設定の状況に中間駆動方式は検査対象外
となることについて記載
（業務基準書（P509：検査対象の解説）により）

2023年版
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※エスカレーター検査結果表（特記事項欄)の記載（第３章Ｐ１１７）
特記事項(*)

5
（1）

交差部固定保護板 設置構造上不要

5
（3）

落下防止網 設置構造上不要(人や物が落下する恐れのない設置環境）

5
（7）

登り防止用仕切板 設置構造上不要（人が登る恐れのない設置環境）

5
（2）

5
（2）

○○年
○○月

改善
(予定)
年月

番号 検査項目 改善策の具体的内容等検査事項 指摘の具体的内容等

転落防止柵、進入防
止用仕切板及び誘
導柵

ハンドレールと転落防止柵及び誘導策
とのすき間

ハンドレールと転落防止柵とのすき
間が200mmを超えている。

当面の措置として、要是正と
した転落防止柵に「すりぬけ
禁止」の張り紙が掲示されて
いることを確認。

転落防止柵、進入防
止用仕切板及び誘導
柵

不適合ではないが安全性を向
上させるために、進入防止
（板）柵の設置を要望する。

エスカレーターとエスカレーターとの間が200㎜以上あるが進入防止柵等が設置さ
れていないため子供の進入の恐れがある。

安全対策が不要な場合の記入例

現行法令で設置義務があるため、設置不要の時は必ず理由を記入する。（必須）

「要是正」判定の安全対策に関する当面の措置が講じられている場合の記入例

進入防止柵等の設置が必要であるが、当初から設置されていない場合の記入例

昇降機・遊戯施設 定期検査業務基準書 2017 年版（2021 年追補版）令和３年４月１４日発行

5
（2）

転落防止柵、進入防
止用仕切板及び誘
導柵

ハンドレールと転落防止柵及び誘導策
とのすき間

ハンドレールと転落防止柵とのすき
間が200mmを超えている。

当面の措置として、要是正と
した転落防止柵に「すりぬけ
禁止」の張り紙が掲示されて
いることを確認。
（掲示：○○年○○月）

記載文
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※別添１様式（主索・鎖)の記入例（第３章Ｐ１３５)

① 摩耗・摩損の記載例

要是正 要重点点検  指摘なし

 特記事項　<記入例>

 最も摩耗・摩損した主索の位置を特定できるよう

 記入する。
 ・最も摩耗した主索部分は「最下階停止時かご下右綱車に

 　かかる箇所より上1,500mmの位置」

 ・最も摩損した主索部分は「１階床レベル上500mmでかご下

 　綱車にかかる位置」

 ・最も摩損した主索部分は「かごが最上階停止時駆動綱車

　 にかかる曲げ回数の多い位置」である。

主索又は鎖 検査結果

　（最も摩耗若しくは摩損した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により谷部

　が赤錆色に見える主索の番号（　　１　　　）

最も摩耗若しくは 摩損が進んだ部分の
主索の写真

添付写真の注意

・カラー，白黒，画質の制限はない。

（但し錆や点状の腐食が多数生じている場

合はカラー写真を添付する他、特定行政庁

より別添1（別添2）について全てカラー写真
での提出要求がある場合は、カラー写真で

作成して下さい）

・ピンぼけ等で状態が確認できないものは

不可とする。素線が確認出来るように撮影

する。

検査結果は2(3)[ロープ式エレ] と

同じとなる
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※別添１様式：ブレーキパッドの写真に関する注意点

① 摩耗・摩損の記載例

要是正 要重点点検  指摘なし

 特記事項　<記入例>

 最も摩耗・摩損した主索の位置を特定できるよう

 記入する。
 ・最も摩耗した主索部分は「最下階停止時かご下右綱車に

 　かかる箇所より上1,500mmの位置」

 ・最も摩損した主索部分は「１階床レベル上500mmでかご下

 　綱車にかかる位置」

 ・最も摩損した主索部分は「かごが最上階停止時駆動綱車

　 にかかる曲げ回数の多い位置」である。

主索又は鎖 検査結果

　（最も摩耗若しくは摩損した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により谷部

　が赤錆色に見える主索の番号（　　１　　　）

最も摩耗若しくは 摩損が進んだ部分の
主索の写真

添付写真の注意

・カラー，白黒，画質の制限はない。

（但し錆や点状の腐食が多数生じている場

合はカラー写真を添付する他、特定行政庁

より別添1（別添2）について全てカラー写真
での提出要求がある場合は、カラー写真で

作成して下さい）

・ピンぼけ等で状態が確認できないものは

不可とする。素線が確認出来るように撮影

する。

検査結果は2(3)[ロープ式エレ] と

同じとなる

※別添１作成時の注意点
【ブレーキパッドの写真】

☆下記の事象が発生しています
・他号機と同一の写真が添付
・他物件と同一の写真が添付
・他の製造メーカーの写真が添付
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検査結果表の記載事例の紹介
および注意ポイント他
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既　存
不適格

1

（1） ○

（2） ○

（3） ○

（4） ○

（5） ○

 電動機主回路接触器の主接点 　

 　主接点を目視により確認

 　フェールセーフ設計

（ ） 　　最終交換日

交換基準 Ｈ３１ 　年　　３月　１日

イ．製造者が指定する交換基準 Ｕ

（ ） Ｕ：5年

 ロ．やむを得ない事情により、
 　　検査者が設定する交換基準

（ ）

 ブレーキ用接触器の接点 　

 　接点を目視により確認

 　フェールセーフ設計

（ ） 　　最終交換日

交換基準 Ｈ３０ 　年　　６月　１日

イ．製造者が指定する交換基準 ＢＫ

（ ） ＢＫ：5年 10万回

 ロ．やむを得ない事情により、
 　　検査者が設定する交換基準

（ ）

　救出装置

制御器

担当
検査者
番号

要重点
点検

　機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等

  　適 ・　否 ・　確認不可

該当する ・ 該当しない

 開閉器及び遮断器

　機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通）

　機械室への通路及び出入口の戸

検査結果

　機械室の床の貫通部

 接触器、継電
 器及び運転制
 御用基板

指摘
なし

  　適 ・　否 ・　確認不可

該当する ・ 該当しない

１０年

要是正
番号

○

１０年　１００万回

 検査項目

（6）

No.38

※検査結果表（1(6)制御器）の記載誤りについて

検査日

U使用年数：４年８ヶ月で
１年未満切上げ

BK使用年数：５年５ヶ月で
１年未満切捨て

１年未満の
切上げ・切捨てを

統一すること

検査日：令和５年１１月１日
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記載は正しい？：2(3)主索の径の状況（１２台を検査員５名にて実施）

検査日

主索

の本

数

最も摩耗した

主索の番号

摩耗直径

(mm)

未摩耗直径

(mm)

都安協ビル 1 A 6 1 11.9 12.1

都安協ビル 2 A 6 1 11.9 12.1

都安協ビル 11 A 6 1 12.1 12.2

都安協ビル 12 A 6 1 11.9 12.1

都安協ビル 3 B 6 1 11.9 12.0

都安協ビル 4 B 6 1 11.9 12.0

都安協ビル 5 C 6 1 11.9 12.1

都安協ビル 6 C 6 1 11.9 12.1

都安協ビル 7 D 6 1 11.9 12.1

都安協ビル 8 D 6 1 11.9 12.1

都安協ビル 9 E 6 1 11.9 12.1

都安協ビル 10 E 6 1 11.9 12.1

建物名称 号機
担当

検査員

主索の検査（径の状況）

1 11.9 12.1

1 11.9 12.1

1 12.1 12.2

1 11.9 12.1

1 11.9 12.0

1 11.9 12.0

1 11.9 12.1

1 11.9 12.1

1 11.9 12.1

1 11.9 12.1

1 11.9 12.1

1 11.9 12.1

※疑問点
・１２台全て１番の主索が最も摩耗？
・１１台の摩耗直径が同一値？
・９台（+２台）の未摩耗直径が同一値？

通常は有り得ない内容では？
※実際に提出された記載内容です
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主索の番号
摩耗直径

(mm)

1 11.6

2 11.5

3 11.4

4 11.2

5 11.3

6 11.6

No.40

【問題】：最も摩耗した主索（錆びた摩耗粉無）は何番の主索？

主索の番号
摩耗直径

(mm)

未摩耗直径

(mm)

1 11.6 12.1

2 11.5 12.1

3 11.4 12.1

4 11.2 12.1

5 11.3 12.1

6 11.6 12.1

※摩耗直径のみの数値では４番？ ※未摩耗直径が全て同じ数値の場合は４番
（通常は有り得ないと思われますが）

摩耗直径の値が
一番小さい値の

４番主索？

未摩耗直径の値が同一なの
で摩耗直径が最も小さい値で

４番の主索
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主索の番号
摩耗直径

(mm)

1 11.6

2 11.5

3 11.4

4 11.2

5 11.3

6 11.6

No.41

【解答】：最も摩耗した主索（錆びた摩耗粉無）は何番の主索？

主索の番号
摩耗直径

(mm)

未摩耗直径

(mm)

1 11.6 12.1

2 11.5 12.1

3 11.4 12.1

4 11.2 12.1

5 11.3 12.1

6 11.6 12.1

主索の番号
摩耗直径

(mm)

未摩耗直径

(mm)

1 11.6 12.1

2 11.5 12.1

3 11.4 12.2

4 11.2 12.1

5 11.3 12.3

6 11.6 12.2

主索の番号
摩耗直径

(mm)

未摩耗直径

(mm)
摩耗の割合

1 11.6 12.1 95.9%

2 11.5 12.1 95.0%

3 11.4 12.2 93.4%

4 11.2 12.1 92.6%

5 11.3 12.3 91.9%

6 11.6 12.2 95.1%

答えは５番の主索
要重点点検

※ポイント！最も摩耗した主索は・・・
摩耗直径の最小値となる主索が最も摩耗した主索と思われがちです。
摩耗の割合が最小値となっている主索が最も摩耗した主索と判断します。
★検査結果表に記載する主索の番号は摩耗の割合から選択し判定を行うこと
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【問題】：記載誤り事例（記載誤り箇所は？）

既　存
不適格

　 最も摩耗した主索の番号 ( ）

　 直径　（ 11.7 mm） 12.1  mm）

素線切れ １よりピッチ内の

　 最も摩損した主索の番号 ( ） 素線切れ数 本

　 該当する素線切れ判定基準 ( ） １構成より１ピッ

　 素線切れが生じた部分の断面積の割合 チ内の最大の素線

70%超   ・  70%以下 切れ数 本

錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分　

  （　あり　・　　なし　）

　谷部が赤錆色に見える主索の番号 ( --- ）

　直径　（ --- ㎜） 未摩耗直径　（ --- ㎜） １構成より１ピッ

チ内の最大の素線

　該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ） 切れ数 本

主索本数（ 　　 3  本）

要重点点検の主索の番号　　( - - ）　 要是正の主索の番号　( - - ）

主索又は鎖(3) 〇

番号  検査項目

検査結果

要是正

担当
検査者
番号

指摘
なし

要重点
点検

主索

径の状況　

96.7 %

(   ---

ハ

1

素線切れなし

未摩耗直径　（

%

要是正 要重点点検  指摘なし

特記事項

写真貼付

最も摩耗した主索は１階停止時、駆動綱車に
かかる位置。
※主索の本数：3本

主索又は鎖 検査結果

　（最も摩耗若しくは摩損した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により谷部

　が赤錆色に見える主索の番号（　　1　　）

（油圧間接式エレベーター）
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【問題】：記載誤り事例（記載誤り箇所は？）

既　存
不適格

　 最も摩耗した主索の番号 ( ）

　 直径　（ 11.7 mm） 12.1  mm）

素線切れ １よりピッチ内の

　 最も摩損した主索の番号 ( ） 素線切れ数 本

　 該当する素線切れ判定基準 ( ） １構成より１ピッ

　 素線切れが生じた部分の断面積の割合 チ内の最大の素線

70%超   ・  70%以下 切れ数 本

錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分　

  （　あり　・　　なし　）

　谷部が赤錆色に見える主索の番号 ( --- ）

　直径　（ --- ㎜） 未摩耗直径　（ --- ㎜） １構成より１ピッ

チ内の最大の素線

　該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ） 切れ数 本

主索本数（ 　　 3  本）

要重点点検の主索の番号　　( - - ）　 要是正の主索の番号　( - - ）

主索又は鎖(3) 〇

番号  検査項目

検査結果

要是正

担当
検査者
番号

指摘
なし

要重点
点検

主索

径の状況　

96.7 %

(   ---

ハ

1

素線切れなし

未摩耗直径　（

%

要是正 要重点点検  指摘なし

特記事項

写真貼付

最も摩耗した主索は１階停止時、駆動綱車に
かかる位置。
※主索の本数：3本

主索又は鎖 検査結果

　（最も摩耗若しくは摩損した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により谷部

　が赤錆色に見える主索の番号（　　1　　）

（油圧間接式エレベーター）

別添1：特記事項の文言記載例
駆動綱車→プランジャー頂部綱車

かご下綱車 等

主索の番号（1）→（3）
油圧式の場合、主索の番号は
昇降路壁又は躯体側から1番の
主索です。
写真の主索は壁から一番遠い
位置にある主索にて3番の主索
になります。
結果表2(3)の主索の番号修正
及び別添1も修正要
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【解答】：記載誤り事例（記載誤り箇所は？）

既　存
不適格

　 最も摩耗した主索の番号 ( ）

　 直径　（ 11.7 mm） 12.1  mm）

素線切れ １よりピッチ内の

　 最も摩損した主索の番号 ( ） 素線切れ数 本

　 該当する素線切れ判定基準 ( ） １構成より１ピッ

　 素線切れが生じた部分の断面積の割合 チ内の最大の素線

70%超   ・  70%以下 切れ数 本

錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分　

  （　あり　・　　なし　）

　谷部が赤錆色に見える主索の番号 ( --- ）

　直径　（ --- ㎜） 未摩耗直径　（ --- ㎜） １構成より１ピッ

チ内の最大の素線

　該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ） 切れ数 本

主索本数（ 　　 3  本）

要重点点検の主索の番号　　( - - ）　 要是正の主索の番号　( - - ）

主索又は鎖(3) 〇

番号  検査項目

検査結果

要是正

担当
検査者
番号

指摘
なし

要重点
点検

主索

径の状況　

96.7 %

(   ---

ハ

3

素線切れなし

未摩耗直径　（

%

（油圧間接式エレベーター）

要是正 要重点点検  指摘なし

特記事項

写真貼付

最も摩耗した主索は１階停止時、プランジャー
頂部綱車にかかる位置。
※主索の本数：3本

主索又は鎖 検査結果

　（最も摩耗若しくは摩損した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により谷部

　が赤錆色に見える主索の番号（　　 ３　　）

※業務基準書と異なる表記とする場合
主索の番号は昇降路壁より一番遠い
主索から１番（特記事項に記載）
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※別添1：記載誤り事例（記載誤り箇所は？）

要是正 要重点点検  指摘なし

特記事項

主索又は鎖

　（最も摩耗若しくは摩損した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により谷部

検査結果

写真貼付

　が赤錆色に見える主索の番号（　　1　　）

最も摩耗した主索は１階床レベル上500mmで
駆動綱車にかかる位置。

（ロープ式ギヤードエレベーター）
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※別添1：記載誤り事例（記載誤り箇所の解答）

要是正 要重点点検  指摘なし

特記事項

主索又は鎖

　（最も摩耗若しくは摩損した主索若しくは鎖又は錆びた摩耗粉により谷部

検査結果

写真貼付

　が赤錆色に見える主索の番号（　　1　　）

最も摩耗した主索は１階床レベル上500mmで
駆動綱車にかかる位置。

（ロープ式ギヤードエレベーター）

主索の番号（1）→（3）
ロープ式（ギヤード巻上機）の場合、
主索の番号はギヤケース側から1番の
主索です。
写真の主索はギヤケースから一番遠い
位置にある主索にて3番の主索になり
ます。
結果表2(3)の主索の番号修正及び
別添1も修正。

３
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※定期検査報告書（別添1）：記載誤り事例

別添1：主索又は鎖の事例
最も摩耗した主索は3番の主索と
あるが写真の主索はギヤケース
に一番近い主索のため1番の主索
が正しい

別添1：ブレーキパッドの事例
ブレーキパッドの取付位置は左（レ）
とあるがブレーキの奥側に電動機
（電動機の配線ボックが見える）が
あるため写真のパッドは右（レ）が
正しい。

別添1：ブレーキパッドの事例
検査結果表1(14)ブレーキパッドの
厚さは右（下側2.5mm）が最も摩
耗した数値となっているが別添1
ブレーキパッドの写真は左下側の
写真および特記に左下と誤った記
載となっている。
添付写真および特記の記載内容
を修正。

※定期検査業務基準書では主索の番号(P250）およびブレーキパッドの取付け位置（Ｐ236，237の表記に
ついて記載されています。（基準書と異なる表記を行う場合は特記事項欄に主索の配置・ブレーキパッド
の左右が分かる様に特記事項に記載が必要）
提出される報告書について記載誤りの２例を紹介いたします。

事例１（測定値と別添1の異なる表記）
※内拡ドラム式ブレーキ

左右の上下にブレーキパッド有

事例２（別添1の主索の番号・パッドの位置）

主索の番号はギヤケース一番外側か
ら１番の主索（特記事項に記載）
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※間違い探し他： 6(10)釣合いおもり底部すき間

問題：6(10)釣合いおもり底部すき間の記載について記載誤り箇所は？

既　存
不適格

制御方式　 　交流1(2)段制御  ・  その他

mm）

〇

要重点
点検

担当
検査者
番号要是正

指摘
なし

番号  検査項目

検査結果

145　釣合おもり底部すき間

160

緩衝器形式　ばね式 ・ 油入式  ・緩衝材 

（10） mm

前回の定期検査時　　（

仕様：ロープ式エレ・定格速度60m/min

既　存
不適格

制御方式　 　交流1(2)段制御  ・  その他

mm）

〇

要重点
点検

担当
検査者
番号要是正

指摘
なし

番号  検査項目

検査結果

145　釣合おもり底部すき間

160

緩衝器形式　ばね式 ・ 油入式  ・緩衝材 

（10） mm

前回の定期検査時　　（

※修正差換え＆追加
・第一面（二面）概要書
・検査結果表
・別添２（後日撮影）

修正
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※間違い探し他： 6(10)釣合いおもり底部すき間

問題：6(10)釣合いおもり底部すき間の記載について記載誤り箇所は？

既　存
不適格

制御方式　 　交流1(2)段制御  ・  その他

mm）

〇

要重点
点検

担当
検査者
番号要是正

指摘
なし

番号  検査項目

検査結果

145　釣合おもり底部すき間

160

緩衝器形式　ばね式 ・ 油入式  ・緩衝材 

（10） mm

前回の定期検査時　　（

仕様：ロープ式エレ・定格速度60m/min

既　存
不適格

制御方式　 　交流1(2)段制御  ・  その他

mm）

〇

要重点
点検

担当
検査者
番号要是正

指摘
なし

番号  検査項目

検査結果

155　釣合おもり底部すき間

160

緩衝器形式　ばね式 ・ 油入式  ・緩衝材 

（10） mm

前回の定期検査時　　（

※検査結果表修正差換え
・145mm→155mmに修正

※重要ポイント
検査時に「要是正」「要重点点検」と判定された項目については
その時点において別添２に添付する写真を撮影する必要があり
ます。測定又は確認した結果を正しく判定することが重要です。

修正
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※国土交通省ＨＰより（パブリッキコメント案件R5/11/17 公示）：意見募集締切り12/16
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※国土交通省ＨＰより（パブリッキコメント案件R5/11/17 公示）：意見募集締切り12/16

(旧：140～200mm)

(旧：100mm以下)

(旧：ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ上面から
50～150mm)

(旧：140～200mm)
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※国土交通省ＨＰより（パブリッキコメント案件R5/11/17 公示）：意見募集締切り12/16
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定期検査報告書 （第１・２面及び結果表他) 協議会HPからのダウンロード

No.53

報告書（第一面修正版）ダウンロードは
R5/4/28ＨＰに掲載済！！
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「実務マニュアル（2023年版）」のホームページ公開

実務マニュアル（202３年PDF版）は
12月８日ＨＰに掲載済！！

http://www.tsak.jp/publication/index.html
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「所有者・管理者向け 定期調査・検査報告 促進リーフレット」
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END
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